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拡大で増税勢力に反撃を!

　
総
会
以
降
、
拡
大
チ
ャ
レ
ン
ジ
カ

ー
ド
を
提
出
し
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー

は
５
人
で
す
。

　
消
費
税
増
税
等
の
悪
政
を
食
い
止

め
る
大
き
な
力
は
、
私
た
ち
の
仲
間

を
増
や
す
事
が
一
番
の
近
道
で
す
。

　
民
商
は
、
中
小
業
者
の
営
業
と
暮

ら
し
を
守
り
発
展
さ
せ
、
中
小
業
者

が
主
人
公
の
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
運
動
す
る
団
体
で
す
。

　
今
こ
そ
す
ぺ
て
の
業
者
に
民
商
と

の
出
会
い
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

仲
問
ふ
や
し
に
あ
な
た
の
力
を
！
・

　
北
見
民
商
の
拡
大
チ
ャ
レ
ン
ジ

カ
ー
ド
を
参
考
に
、
４
月
の
定
期

総
会
で
参
加
し
た
役
員
・
代
議
員

に
カ
ー
ド
を
配
り
ま
し
た
。

　
　
「
提
案
し
た
自
分
が
増
や
さ
な

け
れ
ば
」
と
の
強
い
思
い
を
秘
め

な
が
ら
仲
間
ふ
や
し
の
種
ま
き
を

進
め
、
５
月
初
日
に
「
会
員
拡
大

し
ま
し
た
！
」
と
嬉
し
い
メ
ー
ル

が
事
務
所
に
入
り
ま
し
た
。

　
５
月
も
幸
先
の
良
い
ス
タ
ー
ト

で
す
。

　確定申告を終えた会員から「『収支内訳書』を提出するようにとの文

書が税務署から送られてきたが、どう対応したらいいのか？」との問い

合わせが来ています。
　　「収支内訳書」については提出しなくても罰則はありません。第ＩＯ

Ｉ国会の衆参大蔵委員会（１９８４年３月）でも「零細業者に過大な負担

を押し付けてはならない」と付帯決議をおこなっています。第161国会
・衆院財務金融委員会でも「収支内訳書の未提出をもってあたかも税額

控除が受けられないかのごとく間違った文言を送付した。今後こういう

ことがないように万全の指導に努めてまいりたい」（国税庁次長）も答

弁しています。
　収支内訳書については法制化されているものの、提出するかどうかは

納税者本人が決めることであり提出しないことでの罰則はありません。
　国税通則法の改正による手続き等で文書が変わっており、多くの会員

からも不安の問い合わせが寄せられています。

　各支部会や班会などで、全商運発行の「自主計算パンフレット」等に
基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について話し合い

ましょう。

拡
大
千
ャ
し
ン
ジ
ャ
ー
が
増
や
す
！
・

　
　
　
　
　
根
本
会
長
（
南
区
支
部
）

　
４
月
の
総
会
を
終
え
て
、
新
体
制
と
な
っ
た
中
部
民
商
。
５
月

の
全
商
運
・
北
商
運
総
会
の
成
功
に
向
け
て
仲
間
ふ
や
し
に
奮
闘

中
で
す
。
４
月
は
商
工
新
聞
・
共
済
会
・
婦
人
部
で
増
勢
と
な
り

ま
し
た
。
拡
大
数
も
昨
年
４
月
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　
今
月
は
総
会
開
催
の
月
で
す
。
引
き
続
き
仲
間
ふ
や
し
に
奮
闘

し
て
総
会
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

飢
恂
φ
徊
良
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ホームページ

　http://www.tyu-min.com

Eメール

　info@tyu-min.com

｢民商会費｣｢商工新聞代｣
　　納入のご案内

　民商は会員の皆さんが納める会費と商
工新聞代のみで運営しています。毎月１
５日までに納入をお願いしています。
　合わせて会費を事務所に届けて頂くよ
うご協力をよろしくお願いします。
　宣伝カー募金も集めていますので、引
き続きご協力をよろしくお願いします。
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☆ごぼう茶☆

販亮しこま寄

　1袋1,500円

＊事務所に置いてあります。

　ぜひお買い求め下さい(残りわずか)

＼

　Ｘ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
－

　／

　１

／


	page1

